
平成２６年度 事務事業評価シート

1

1

Ⅱ

単位
基準値

Ｈ16
実績値

Ｈ25

件 2 0

Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

国庫
支出金

道
支出金

子育て支援対策事
業補助金

424 355

地方債

その他

一般
財源

182 182 182 182

11212002 424 355 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0

424 355 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 182 182 182 182

424 355 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0

424 355 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 182 182 182 182

424 355 182 182 182 182

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

指標名

児童相談所等への送致児童数

Ｈ25

上記のとおり
【事業実績】
・子ども虐待防止セミナーの開催
・広報紙、ホームページを利用した啓発
・民生委員・児童委員との懇談会の開催
・各施設において児童虐待防止パネルの掲示
・懸垂幕の掲示

市民

上記のとお
り

上記のとお
り

児童福祉法、児童
虐待の防止等に関
する法律

上記のとおり

上記のとおり

名称

子どもの虐待防止
を市内全域に喚起
し、家庭・学校・
地域がひとつに
なって子どもを虐
待から守り、子ど
もが安心して過ご
せる地域社会を目
指していく。

一般会計　合計

目標値
Ｈ27

0

中間値
Ｈ21

0 1 2

実績値
Ｈ23

実績値
Ｈ24

3

実績値
Ｈ22

実績値
Ｈ26

－

地方債

その他

－ － － －

Ｈ25

Ｈ26

上記のとおり

　児童虐待未然防止体制強化
策を取りまとめたところであ
り、啓発活動については、従
来の活動を見直し、より深く
浸透する実効性のある取り組
みを推進する。

Ｈ26

施策の基本的な方向

１　児童虐待防止の推進

１　児童虐待防止の推進

国庫支出金

道支出金

一般財源

合計

区分【再掲】

全会計　合計

国庫支出金

道支出金

地方債

その他

一般財源

合計

やさしさと共生するまち

安心して子どもを生み育てられるまちをつくる

児童虐待の防止

安心して子どもを生み、健やかに育てることのできるまちづくりを目指して子どもの安全を確保する。

－

Ｈ24

　市民一人ひとりが子ども虐待防止に意識を向
けるよう啓発活動を行った。
【事業実績】
・広報紙、ホームページを利用した啓発
・民生委員・児童委員との懇談会の開催
・町内会へのチラシの配布
・懸垂幕の掲示、オレンジリボン運動の展開（たすきリ
レーマラソンの実施

事業概要

Plan  ・  Do

1-②

ＮＯ

児童虐待防
止啓発事業

H23 －

会計
種別

事業
区分

終了
年度

開始
年度

事業名
【事務事業
コード】

施策

上記のとおり実施中

10

章
節

施策

指標①

1-①

1-②

施策
コード

部名及びグ
ループ名

目標

子ども虐待防止を市内全域に
喚起し、家庭・学校・地域が
ひとつになって子どもを虐待
から守り、子どもが安心して
過ごせる地域社会を目指すた
め、継続した取り組みが必要
である。

ソフト 維持

要保護児童の発生
数

人

1

10

－

保健
福祉
部

子育
てＧ

一般
会計

　子どもへの虐待
防止に対する関心
と理解を訴えるこ
とにより、地域が
ひとつになって子
どもの安全を守る
ことを目的とす
る。

合　計

23 33 15 10

－

Check

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】

評価

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

－

具体的な内容

・要保護児童、虐待が危惧される児童の把握に努めると共に、通告体制の強化を図ります。
・民生・児童委員との懇談会を定期的に開催し、地域における支援が必要な家庭を把握し、適切な支援に努めます。
・児童虐待に対する理解を深めるため、関係団体・関係機関に児童虐待防止マニュアルを配布し、地域全体で虐待の予防、早期発見に努めます。

・児童虐待に対しては、関係機関で構成する地域協議会を速やかに開催し、適正な対応策を講じると共に、個々の事例にきめ細かく対応するため相談員を配置します。

主要な施策

①　児童虐待の予防、早期発見

②　登別市要保護児童対策地域協議会の開催・児童虐待
相談員の設置


